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　設置するグリース阻集器の維持管理については、下記事項を順守しま

す。

　バスケットの清掃と、浮遊する油脂分の清掃は、毎日行います。

　ごみ、油脂の清掃は、１週間に１回行います。

　トラップ内部の清掃は、２～３ヶ月に１回行います。

　清掃した油脂分などは、廃棄物として正しく処理します。

　使用者の地位を第三者に譲渡等したときは、以上の維持管理が求めら
れることを説明します。
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